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○ 保 険 業 法 施 行 規 則 （ 平 成 八 年 大 蔵 省 令 第 五 号 ） 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正

後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 項 を 加 え る 。  

改 正  後  改 正  前  

（ 金 銭 債 権 等 と 保 険 契 約 と の 誤 認 防 止 ）  

第 五 十 三 条 の 二 ［ 略 ］  

［ ２ ・ ３ 略 ］  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、 保 険 会 社 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 掲 示 の 内 容

を 当 該 保 険 会 社 の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 す る 方 法 に よ り 公 衆 の 閲 覧 に

供 し な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 金 銭 債 権 等 と 保 険 契 約 と の 誤 認 防 止 ）  

第 五 十 三 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 同 上 ］  

［ 項 を 加 え る 。 ］  

（ 標 識 の 掲 示 等 ）  

第 二 百 十 一 条 の 二 十 一 ［ 略 ］  

２  少 額 短 期 保 険 業 者 は 、 法 第 二 百 七 十 二 条 の 八 第 二 項 の 規 定 に よ る

閲 覧 に 供 す る 措 置 を す る と き は 、 当 該 少 額 短 期 保 険 業 者 の ウ ェ ブ サ

イ ト に 掲 載 す る 方 法 に よ り し な け れ ば な ら な い 。  

３  法 第 二 百 七 十 二 条 の 八 第 二 項 た だ し 書 に 規 定 す る 内 閣 府 令 で 定 め

る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る 場 合 と す る 。  

一 そ の 常 時 使 用 す る 従 業 員 の 数 が 二 十 人 以 下 で あ る 場 合  

二 そ の ウ ェ ブ サ イ ト が な い 場 合  

 

（ 標 識 の 掲 示 ）  

第 二 百 十 一 条 の 二 十 一 ［ 同 上 ］  

［ 項 を 加 え る 。 ］  

 

 

［ 項 を 加 え る 。 ］  

（ 商 号 又 は 名 称 ）  

第 二 百 十 一 条 の 二 十 二  法 第 二 百 七 十 二 条 の 八 第 四 項 に 規 定 す る 少 額

（ 商 号 又 は 名 称 ）  

第 二 百 十 一 条 の 二 十 二  法 第 二 百 七 十 二 条 の 八 第 三 項 に 規 定 す る 少 額
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短 期 保 険 業 者 で あ る こ と を 示 す 文 字 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の

は 、 少 額 短 期 保 険 と す る 。  

 

短 期 保 険 業 者 で あ る こ と を 示 す 文 字 と し て 内 閣 府 令 で 定 め る も の は

、 少 額 短 期 保 険 と す る 。  
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別紙様式第16号の16（第211条の21第１項関係） ［略］ 別紙様式第16号の16（第211条の21関係） ［同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。  

 


